
【総括】
①環境基本計画の施策の基本的方向とSDGsの目標の方向性
が一致するものを選択

【個別】
②環境基本計画の主要な施策について，SDGsのターゲット
と関連するものを選択
→事業の実施に当たって，結果的に効果が生じる目標
（副次的目標）については，一覧表には記さない。

福岡市における「ＳＤＧｓ」の実現に向けた取組み 資料１

①

②

福岡市環境基本計画（第三次）（抜粋）

１．「福岡市環境基本計画（第三次）」と ＳＤＧｓの関連

(1) 当てはめの判断基準について

＜経緯＞
 2015年9月の国連サミットでのSDGs採択，2018年４月の国の第五

次環境基本計画の閣議決定を受けて，本市の環境基本計画と
SDGsの関連性を整理し，同年10月の環境審議会において，検討
案を示した。

 その後，審議会で頂いたご意見やご指摘を踏まえ，庁内で再検討
したものがまとまったため，今後の方向性も含めて報告を行うもの。

目標（例）
12 つくる責任つかう責任
持続可能な方法で生産し，消費する取り組みをすす
めていこう
ターゲット（例）
12.4 2020年までに，合意された国際的な枠組み
に従い，製品ライフサイクルを通じ，環境上適正な
化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し，人の健康
や環境への悪影響を最小化するため，化学物質や廃
棄物の大気，水，土壌への放出を大幅に削減する

12.5 2030年までに，廃棄物の発生防止，削減，
再生利用及び再利用により，廃棄物の発生を大幅に
削減する。
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【今後の取組方針】
市全体でＳＤＳｓの実現に向けて取組みを実施していく

各局，職員一人ひとりが，ＳＤＧｓの視点を持って，
担当施策を実施していく

 連携する者を増やしたり，手法の変更等により，
他の課題との同時解決を目指す。

 同じＳＤＧｓの目標を持っている他局の施策と一緒に
実施することで相乗効果が得られないか検討していく。

 今後実施予定の，新たな局間連携や官民連携による
新施策を検討していく。

→現在，総務企画局において，ＳＤＧｓの理念を踏まえ
ながら「福岡市総合計画」の各施策の推進に取り組む
ということで，同計画についても環境基本計画と同様
にＳＤＧｓとの関連性を整理しているところである。

ＳＤＧｓの視点

２．ＳＤＧｓの達成に向けた他局との連携について

施策 変更内容 理由

廃棄物の発生抑
制・再使用・再生

利用の推進
(1-3-1)

目標14を追加
（海洋資源）

ごみ減量・リサイクルの促進は，マイクロプラス
チック等を含む海洋ごみの減少と関連するた
め追加

水資源の有効
利用の促進

(1-3-3)

目標13を追加
（気候変動）

都市の保水機能の強化は，自然災害に対する
強靱性及び適応の能力の強化に該当するため
追加

低炭素型の都市
構造及び交通
体系の構築

(1-4-3)

目標４を追加
（教育）

ノーマイカーウィークデー等の普及啓発により，
低炭素型の持続可能な交通体系形成に関す
る知識・スキルの習得につながるため追加

気候変動への
適応

(1-1-3)

目標８を削除
（経済成長と雇用）

気候変動への適応にかかる施策は，地域の経
済成長に関して副次的効果であるため削除

＜変更点＞

(2) 再検討後の福岡市環境基本計画とＳＤＧｓの関連性について

前回（2018年10月）からの変更点 （参考資料１）

■再検討した結果，４か所について，下記のとおり変更

同時達成 同時達成

効果

・知識及び技術の習得
・環境技術・ノウハウの継承

国際機関との連携

陸の環境改善

温室効果ガスの排出削減技術革新水道・下水道分野の技術協力

有害化学物質対策等

参考：事業におけるＳＤＧｓゴール関連図（国際機関との連携による技術協力（例））
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